
年 月 日
( 西暦）

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

35. 11.  1
( 1960）

久里浜倉庫地区の返還要望 市   長 調達庁長官( 写外
務省安保課長)

36.  1. 26
( 1961）

観音崎地区の一部（ 艦船監視所） の返還要望 市   長 調達庁長官 ( 写外
務省安保課長)

36.  2.  7 久里浜倉庫地区、 観音崎艦船監視所の返還要望について協力要請 市   長 大蔵大臣
県知事

36 . 3. 27 旧追浜海軍航空隊施設の返還要望 市   長 調達庁長官( 写大
蔵大臣､県知事ほ
か)

36. 11. 21 追加提供なら びに使用条件の変更通知
1. 横須賀海軍施設の一部を海上自衛隊が艦船修理のため共同使用す
る 。
2. 田浦送油管施設の追加提供
3. 追浜海軍航空隊施設の追加提供（ 航空地役権）

横浜調達局長 市   長

36. 11. 21 久里浜倉庫地区の返還要望 市   長 調達庁長官

36. 12. 14 同上返還について協力依頼 市   長 大蔵大臣

37.  5. 16
( 1962)

同上返還見通し なし の回答 関東財務局長 市   長

37.  6. 28 久里浜倉庫地区の返還要望 市   長 在日米海軍司令官、
横須賀米海軍基地司
令官

37.  7.  7 同上返還不可能の回答 在日米海軍司令
官

市   長

37. 12. 28 久里浜倉庫地区の返還要望 市   長 在日米海軍司令官
( 写横須賀米海軍
基地司令官)

38.  1. 16
( 1963)

同上は、 代替施設があれば返還する 旨の回答 在日米海軍司令
官

市   長

38.  9. 27 久里浜倉庫地区、 旧追浜海軍航空隊施設の接収解除に関する 要望 市   長 外務省ｱﾒﾘｶ局長､
防衛施設庁長官､
大蔵大臣ほか

38. 10. 12 同上協力要請 市   長 地元選出国会議員

39.  2. 18
( 1964)

同上協力要請 市   長 県議会議長

39.  3. 16 旧追浜海軍航空隊施設の返還と 産業用地への転用促進に関する 決議
書提出

市議会議長 総理･外務･大蔵･
自治各大臣､防衛
庁長官ほか

39.  4. 14 旧追浜海軍航空隊施設転用希望企業について要望 市   長 防衛庁長官
関東財務局長

基地対策のあゆみ　 昭和３ ５ 年( 1960年) ～昭和４ ４ 年( 1969年）
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年 月 日
( 西暦）

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和３ ５ 年( 1960年) ～昭和４ ４ 年( 1969年）

39.  8. 28
( 1964)

米国原子力潜水艦の寄港について協力方通知（ 電報）

（ 要旨）
　 「 政府は、 米国政府よ り 意向打診のあった原子力潜水艦の我が国
への寄港を認める こ と と し 、 こ の旨を米国側に通報し た。
1. 原子力潜水艦の安全性については、 科学技術庁及び原子力委員会
の意見によ り 確信を得る に至った。
2. 補償問題については、 日米間の外交交渉によ って解決をはかる 旨
約束さ れた。
3. 今回の寄港承認は、 核兵器の日本持込みにつながる も のでは絶対
にない。
　 よ って、 政府は寄港を認める こ と にし たが、 寄港を予想さ れてい
る のは、 横須賀港及び佐世保港である ので、 貴職の格段のご協力を
お願いし たい。 」

外務大臣 市   長

39.  9.  1 横須賀市の庁中組織と し て「 横須賀市放射能対策本部」 を設置

39.  9. 12 横須賀港提供水域の一部（ 浦郷町５ 丁目地先水面） 解除要望 市   長 横浜防衛施設局長
39. 10.  7 放射能測定装置設置について、 横須賀港における 一部土地の共同使

用が、 日米合同委員会放射能特別委員会で認めら れた。

39. 11.  9 空間線量測定を開始

39. 11. 13 水中放射能測定を開始

40.  5. 12
( 1965)

久里浜倉庫地区, 観音崎艦船監視所の一部( 6, 600㎡) , 横須賀海軍施設
ガント リ ー船台付近の一部( 33, 000㎡) , 旧追浜海軍航空隊施設浦郷町
地先水面の一部( 27, 700㎡) , 海軍兵員ク ラ ブの返還要望

市   長 防衛庁長官

40.  6.  1 観音崎艦船監視所の一部返還要望（ 昭和41年3月5日回答） 市   長 大蔵大臣、 横浜防
衛施設局長

40.  9. 21 田浦送油施設隣接不動産の提供について意見照会 横浜防衛施設局
長

市長

40. 10.  8 不動産を提供せず、 既接収地内に移設する こ と が適当の旨回答 市   長 横浜防衛施設局長

40. 10.  9 観音崎艦船監視所の一部返還要望 市   長 大蔵大臣

40. 11.  3 追浜米陸軍弾薬揚陸施設の一部又は全部、 久里浜倉庫地区の一部又
は全部、 米海軍基地及び港湾施設の一部返還要望

市   長 米合衆国国防長官

41.  1.  7
( 1966)

旧追浜海軍航空隊施設の一部又は全部、 久里浜倉庫地区の一部又は
全部、 横須賀海軍施設の一部返還要望

市   長 外務省アメ リ カ局
長、  防衛施設庁長
官

41.  2. 25 「 施設は最大限に使用さ れている ので、 日本政府が代替施設を提供
でき なければ、 要請は受け入れら れない」 旨回答

在日米海軍司令
官

市   長

41.  3.  5 昭和40年6月1日付け要望に対する 回答「 米軍は返還に同意し ない」 横浜防衛施設局
長

市   長

41.  4.  3 小柴貯油施設（ 横浜市内） 隣接水域の提供について協力及び同意要
請

防衛施設庁長官
ほか

市   長

41.  5. 30 米原子力潜水艦ス ヌ ーク が初めて横須賀港に寄港

41.  8. 19 小柴貯油施設隣接水域の提供は、 港湾管理運営に支障を生じ る おそ
れがある ので、 同意でき ない旨回答

市   長 横浜防衛施設局長
ほか

42.  5. 26
( 1967)

小柴貯油施設隣接水域の提供は、 米軍と 折衝の結果、 提供要求水域
が縮小さ れたので、 水域は横須賀市管理の水域に含ま れなく なった
ので確認の上回答さ れたい旨の要請

横浜防衛施設局
長

市   長

42.  6.  5 提供要求の小柴貯油施設隣接水域は、 本市管理の港湾区域に含ま れ
ない旨回答

市   長 横浜防衛施設局長

42. 12. 16 米軍通信施設電波障害防止緩衝地帯（ 横須賀海軍施設関係） 設定に
反対の要望

市   長 防衛施設庁長官､横
浜防衛施設局長､県
知事

43.  8. 12
( 1968)

長浦港における 艦艇繁留施設（ 海上自衛隊護衛艦隊繁留桟橋） 新設
についての協議

横浜防衛施設局
長

市   長
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年 月 日
( 西暦）

内      容     要      旨 出       所 あ  て  先

基地対策のあゆみ　 昭和３ ５ 年( 1960年) ～昭和４ ４ 年( 1969年）

43.  8. 29
( 1968)

上記について異議ない旨回答 市   長 横浜防衛施設局長

43.  8. 29 横浜海浜住宅地区（ 旧１ 号地） の427戸を横須賀海軍施設内国有地
（ 泊湾、 米軍名ブリ ッ グス 湾を埋立て約11万平方メ ート ルの建設用
地を造成） に移転する こ と について協力要請

横浜防衛施設局
長

市   長

43.  9. 20 市議会内に泊浦埋立特別対策委員会を設置 市議会

43. 11. 15 泊浦埋立特別対策委員会における 審議の結果を通知

1. 基地が存在する ために市の発展が著し く 阻ま れ、 市民の福祉が大
き く 損なわれている 。
2. こ のよ う な実情の本市に対し 、 米軍家族住宅427戸を横須賀海軍施
設（ 泊浦の埋立地を含む） に移転いたし たいと いう 趣旨の協力方の
要請は不満である 。
3. 本市の特殊の事情と 、 本市が長年要望し ている 米軍施設の返還問
題等が未解決である こ と 、 住宅の新設移転は施設拡充であり 基地の
恒久化を意味する も のである ため市民感情と し ても 容認でき ない。

市議会議長 市   長

43. 12. 23 久里浜倉庫地区の全面返還要望 市   長 防衛施設庁長官横
浜防衛施設局長

43. 12. 28 防衛施設庁と し ても 、 市の要望を十分に認識し 、 日米安全保障協議
委員会の趣旨に基づき 、 久里浜倉庫地区の返還の実現に努力を払う

横浜防衛施設局
長

市   長

43. 12. 28 泊浦埋立特別対策委員会は、 委員会設置依頼８ 回にわたって審議を
行い、 日米安全保障協議委員会に提示さ れた久里浜倉庫地区の返還
問題を考慮の上、 本件埋立については、 不満足でかつ釈然と し ない
点も ある が、 現時点においては、 一応認める こ と はやむを得ないと
の意見が大勢を占めたが、 全会一致をみる にいたら なかった。
　 し かし 、 委員会と し ての任務は終了し たと 認め解散する こ と に決
定し た。
（ 昭和44年1月22日 市長あて、 市議会議長よ り 参考と し て送付）

泊浦埋立特別対
策委員長

市議会議長

43. 12. 28 　 横浜海浜住宅地区（ 旧１ 号地） の住宅等の移転については、 趣旨
にそう よ う 努力を払う 所存である 旨の回答

市   長 横浜防衛施設局長

44.  3. 27
( 1969)

　 横浜海浜住宅地区（ 旧１ 号地） の返還を横須賀海軍施設内へ移設
する こ と を条件に合意

日米合同委員会

44.  4.  7 　 昭和43年12月23日 日米安全保障協議委員会において決定し た返還
予定施設（ 観音崎艦船監視所、 横須賀海軍埠頭、 久里浜倉庫地区）
の返還促進要望

市   長 大蔵大臣、 防衛施
設庁長官ほか（ 協
力要請） 県知事

44. 10. 24 　 旧追浜海軍航空隊施設及び久里浜倉庫地区の全面返還要望 市   長 米合衆国国防長官

44. 11. 10 　 泊浦湾埋立に関し 、 公有水面埋立法第42条第１ 項に基づく 、 「 公
有水面埋立ての承認について」 告示
1. 埋立場所　 　 横須賀市泊町先公有水面
2. 埋立面積　 　 114, 166. 67平方メ ート ル
3. 埋立目的　 　 住宅用地、 護岸敷、 道路敷及び下水敷造成
4. 埋立者　 　   防衛施設庁横浜防衛施設局

市   長

44. 12.  2   長井住宅地区の施設内米軍専用道路の共同使用について意見照会
  「 地元民が自由に使用し ている ので、 こ れを正式化する 必要があ
る と 思う が、 こ れについての市の意見照会」 （ 45. 2. 12）

横須賀防衛施設
事務所長

市   長
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44. 12. 16
( 1969)

  久里浜倉庫地区の全面返還要望
 「 同地区の返還が平地部分の一部分と なっている のは、 泊湾埋立を
承認し た本市と し ては不満であり 、 埋立工事が着工の運びと なって
いる 現在、 全面返還を要望する 」

市   長 総理、 外務大臣、
防衛施設庁長官、
外務省アメ リ カ局
長ほか
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